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〔開会 午前１０時００分〕 

事務局長（山本和夫君） おはようございます。 

 議会事務局長の山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本臨時会は、一般選挙後、初めての議会でありますので、議長が選挙されるま

での間、地方自治法第１０７条の規定によりまして、出席議員の中で、年長の議

員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。 

 それでは、年長の北村道生議員をご紹介させていただきます。北村議員、議長

席へお願いいたします。 

臨時議長（北村道生議員） 皆さん、おはようございます。ただいま紹介いただきま

した北村道生でございます。 

 地方自治法第１０７条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

 これより平成２１年第２回尾鷲市議会臨時会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがあります。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、早朝より平成２１年第２回臨時会にご参集いただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 さて、本日は、議会の新しい体制が構成される臨時会でもありますので、議員

の皆様方にはよろしくお願いを申し上げます。後ほど本臨時会に議案提出１件

と６件の専決処分事項を含む１１件の報告案件についてご報告させていただきま

すので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 簡単でございますが、開会のあいさつとさせていただきます。 

臨時議長（北村道生議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 次に、事務局長をして、諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

事務局長（山本和夫君） 本日の臨時会の議題は、当市議会の組織、構成に関する案

件が多く、また、議案につきましては不完全な部分がございます。したがいまし

て、これらの議案につきましては、今後、朗読の際、氏名などのご記入をお願い
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いたしたいと思いますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 また、本日の議事及び選挙進行予定表を各席上に配付させてございますので、

ご参照いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

臨時議長（北村道生議員） それでは、最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報

告書は朗読を省略し、これより議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「仮議席の指定」を行います。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。 

 次に、日程第２、選挙第１号「議長選挙について」を議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

臨時議長（北村道生議員） これより議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

臨時議長（北村道生議員） ただいまの出席議員は１６名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

臨時議長（北村道生議員） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

臨時議長（北村道生議員） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

臨時議長（北村道生議員） 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたし

ます。 

 なお、選挙に際しましては、同姓の方がおられますので、その点にご留意の上、

投票を願います。 
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 それでは、点呼を命じます。 

 事務局長。 

（点呼・投票） 

臨時議長（北村道生議員） 投票漏れはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

臨時議長（北村道生議員） 投票漏れなしと認めます。 

 よって、投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１６番、真井紀夫議員、１５

番、中垣克朗議員を指名いたします。 

 よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 

 開票いたします。 

（開 票） 

臨時議長（北村道生議員） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票。有効投票１５票、無効投票１票であります。 

 有効投票のうち、三鬼和昭議員１５票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。したがって、三鬼和昭議員が議長に

当選をされました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

臨時議長（北村道生議員） ただいま議長に当選されました三鬼和昭議員が議場にお

られます。会議規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 議長に当選されました三鬼和昭議員からごあいさつがあります。 

 三鬼議員。 

〔議長（三鬼和昭議員）登壇〕 

議長（三鬼和昭議員） このたび、第５０代議長にご選出賜り、厚くお礼申し上げま

す。何分にも力があるかどうか、私には自分自身もまだ満たない点もたくさんあ

りますが、重責である議長職を引き続き務めるに当たり、まずもって議員の皆様

のご指導とご鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。 

 さて、このたび、奥田市長みずからが起こした税理士法違反という刑事事件に

対する議会の不信任議決に対し、理のない議会解散を受け、選挙という市民の審
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判の後、改めて議会構成となります。本日ここに議会が再開されたことにより、

これまでの市政の混迷を先頭に立って正していかなければと全議員を代表して誓

う次第でございます。 

 昨年来より地元経済はますます低迷し、市民の皆様の不安が高まる中で、この

ような現状が市民の皆様により一層の政治不信をもたらしています。当市の産業

経済施策課題については、昨年１２月に開催された議会において述べております

ので、省略させていただきますが、紀勢自動車道が平成２４年度に完成するまで

に、どんなまちづくりを目指すのか、みんなで考えていかなくてはなりません。 

 そんな中にあって、本市における重要課題として子育て支援の強化、あるいは

地域医療の不安の解消が叫ばれており、また、まちづくりの原点である人づくり

というべき教育問題においても、校舎の耐震整備のあり方などとあわせ、当市の

学校のあり方についても集中した議論の必要性を感じてきております。しかしな

がら、一方では、財政力の弱い当市にとっては、やはり自治体運営そのものが深

刻な事態となってきております。そういった現状をかんがみながらも、当然のこ

とでありますが、今回の市政の混迷から抜け出すことが先決であり、今臨時会で

奥田市長に対する不信任が再び決議されるであろうと思っておりますが、いよい

よこれから誕生するであろう新しい執行機関との真の切磋琢磨を重ね、市民本位

の施策遂行のために忌憚のない意見交換ができる車の両輪として、議会と執行部

の関係を成り立たせていきたいと考えております。 

 また、当然のことですが、市民の暮らしをよくするために、条例や予算を提言

することはもとより、議会の本質である審議・監視・評価をより高めることはも

ちろんのこと、自治の基本である市民、執行機関、そして議会が３本の矢となり、

まちづくりの担い手として将来に立ち向かう協働の仕組みづくりなども、今回の

一連の諸問題を教訓にして取り組まなくてはならないと再認識しております。 

 これから１年間、行政が執行する施策や改革などについて、議決・調査・検査

する権能を高めるとともに、議会においてもみずから制定した政治倫理条例の精

神を尊重し、市政にかかわる者のモラルをより向上させることに取り組むことや、

議員定数の検討などにおいても、できる限り市民の皆様との公聴や広報の機会を

ふやすこと、そして、議会中継の検討など、より開かれた議会として、その運営

に努めたいと思います。 

 今後も議会改革の継続を図っていくこととあわせ、持続可能な自治体づくりを

進める一翼としても、何事も市民目線に立って市政の推進に努めること、そして、



－９－ 

私自身、公平公正な議会運営を努めたいと存じます。 

 終わりに、とにかく明るい話題の飛び交う尾鷲に変えるため、議員の皆様に議

会運営のお力添えをお願い申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

（拍 手） 

臨時議長（北村道生議員） ありがとうございました。 

 これで私の職務は終わりました。ご協力ありがとうございました。 

 それでは、三鬼和昭議長、議長席にお着きをお願いいたします。 

（三鬼和昭議長、議長席に着席） 

議長（三鬼和昭議員） それでは次に、日程第３、選挙第２号「副議長選挙につい

て」を議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（三鬼和昭議員） ただいまの出席議員は１６名であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

議長（三鬼和昭議員） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

議長（三鬼和昭議員） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたし

ます。 

 それでは、点呼を命じます。 

 事務局長。 
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（点呼・投票） 

議長（三鬼和昭議員） 投票漏れはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 投票漏れなしと認めます。 

 よって、投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１４番、濱口文生議員、１３

番、髙村泰德議員を指名いたします。 

 よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 

議長（三鬼和昭議員） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票。有効投票１５票、無効投票１票でございます。有効投票のう

ち、中垣克朗議員１３票、濵中佳芳子議員１票、北村道生議員１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。 

 したがって、中垣克朗議員が副議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（三鬼和昭議員） ただいま副議長に当選されました中垣克朗議員が議場におら

れますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 ここで、副議長に当選されました中垣克朗議員からごあいさつがあります。 

 １５番、中垣克朗議員。 

〔副議長（中垣克朗議員）登壇〕 

副議長（中垣克朗議員） ありがとうございました。 

 民主主義はマジョリティーの原則に立脚しているが、多数が必ずしも正義や良

心の反映でない場合があり、今回の市長解任劇はまさにその検証の結果によるも

のであります。 

 全国が注目していた一連の今回の事件は、尾鷲市史に負の汚点としてむなしく

刻まれる憂慮すべきものであり、地方自治の専門学者によっても、市長の失政と

品格や資質の欠落は正しく分析され、記録に残されるものであります。分離法案

や、更正議案にするとか、相互理解のための根回しなど、提出議案のご自身の手

法のまずさや文言の未熟さによって招いた補正予算の否決などを、悲劇のヒーロ



－１１－ 

ーみたいに演じて、議会のいじめだと責任転嫁するなど、市民意識にも多大な誤

解を招いた理不尽さは、理解ある人には正しく認識されていると信じます。 

 私たちの任務は、審議と発展のための提言であり、この１年間の市政の混乱と

停滞を新しい市長のもとで正常化しなければなりません。市民も前進を望んでい

ます。東紀州は一つであるという認識を持ち続け、絶えず市民の目線に立って、

福祉、教育、環境、災害などに対応すべく、執行部とかみ合う両輪としての前進

する議会を推進できるよう、精いっぱい議長を支えてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 最後に、ひとりよがりのことをお許しください。 

 神聖な議場であるがゆえに、１３人の兵士に呼びかけたい。過去を見詰めて反

省して、あしたにつながる夢を紡ごう。人口２万１,５６９人の先頭に立って、

議員みんなが力を合わせ、あしたの尾鷲のために実りある一歩を力強く踏み出そ

う。市民の心に響く政治を目指そう。 

 ありがとうございました。 

議長（三鬼和昭議員） ありがとうございました。 

 次に、日程第４「議席の指定」を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

 議員諸氏の氏名とその議席番号を事務局長に朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） ただいま朗読のとおり、議席を指定いたします。 

 次に、日程第５「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、臨時議長も署名することとなっておりますので、そ

のほか２名の署名議員には、会議規則第８０条の規定により、議長において２番、

内山鉄芳議員、３番、端無徹也議員を指名いたします。 

 次に、日程第６「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日だけにいたしたいと思います。これに異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日だけに決定いたしました。 
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 次に、日程第７、発議第３号「公共施設耐震問題特別委員会設置に関する決

議」を議題といたします。 

 事務局長をして発議の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） お諮りいたします。 

 ただいまの議題につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたい

と思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決を行います。 

 日程第７、発議第３号「公共施設耐震問題特別委員会設置に関する決議」につ

いて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩して、全員協議会を第二・第三委員会室で開きますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

〔休憩 午前１０時３７分〕 

〔再開 午前１１時２２分〕 

議長（三鬼和昭議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第８、発議第４号「議会運営委員の選任について」を議題といたし

ます。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） お諮りいたします。 

 本件につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、ただいま朗読の

とおり、議会運営委員に指名いたしたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました７名の方々を議会運営委員に選任すること

に決しました。 

 次に、日程第９、発議第５号「常任委員の選任について」を議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） お諮りいたします。 

 本件につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、ただいま朗読の

とおり、それぞれの委員に指名いたしたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました方々をそれぞれの常任委員に選任すること

に決しました。 

 次に、日程第１０、発議第６号「公共施設耐震問題特別委員の選任について」

を議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） お諮りいたします。 

 本件につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、ただいま朗読の

とおり特別委員に指名いたしたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました以上の方々を、公共施設耐震問題特別委員

会の委員に選任することに決しました。 

 それでは、ここで暫時休憩し、議会運営委員会、各常任委員会及び特別委員会

をそれぞれ開いていただき、正副委員長の互選をお願いし、その結果を議長まで

ご報告お願いいたします。 

 なお、各委員会終了後、全員協議会を開きますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

 ここで、事務局長から委員会開催につきましての説明がございます。 

 事務局長。 

（事務局長 説明） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、暫時休憩をいたします。 

〔休憩 午前１１時２９分〕 

〔再開 午前１１時５７分〕 

議長（三鬼和昭議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、会議が正午を過ぎることがありますので、引き続き行いますので、ご了

承ください。 

 休憩中に各委員会が開かれ、議会運営委員会、各常任委員会及び特別委員会の

正副委員長の互選の結果が届いておりますので、お知らせいたします。 

 まず最初に、議会運営委員会では、委員長に南靖久議員、同副委員長には北村

道生議員であります。 

 次に、各常任委員会の総務産業常任委員会では、委員長に真井紀夫議員、同副

委員長に濵中佳芳子議員であります。 

 次に、生活文教常任委員会では、委員長に三鬼孝之議員、同副委員長に大川真

清議員であります。 

 次に、公共施設耐震問題特別委員会では、委員長に濱口文生議員、同副委員長

には濵中佳芳子議員であります。 

 以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。 

 次に、日程第１１、選挙第３号「紀北広域連合議会の議員の選挙について」か

ら、日程１３、選挙第５号「東紀州農業共済事務組合議会の議員の選挙につい

て」までの選挙計３件を一括議題といたしたいと思います。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） お諮りいたします。 

 ただいま朗読の選挙３件につきましては、その選挙の方法を地方自治法

第１１８条第２項の規定による指名推選によりたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 それでは、選挙第３号、選挙第４号、選挙第５号の選挙３件の指名の方法は、

議長において指名いたしたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、紀北広域連合議会の議員には、真井紀夫議員、三鬼孝之議員、田中

勲議員、三林輝匡議員、濵中佳芳子議員と私、三鬼和昭を指名いたします。 

 次に、三重紀北消防組合議会の議員には、真井紀夫議員、神保美也議員、髙村

泰德議員と私、三鬼和昭を指名いたします。 

 次に、東紀州農業共済事務組合議会の議員には、真井紀夫議員と濵中佳芳子議

員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました真井紀夫議員、三鬼孝之議員、田中勲

議員、三林輝匡議員、濵中佳芳子議員と私、三鬼和昭を紀北広域連合議会の議員

に、次に、真井紀夫議員、神保美也議員、髙村泰德議員と私、三鬼和昭を三重紀

北消防組合議会の議員に、次に、真井紀夫議員と濵中佳芳子議員を東紀州農業共

済事務組合議会の議員に、以上の方々を当選人と定めることに異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの組合議会議員に当選さ

れました。 

 ただいま、紀北広域連合議会議員、三重紀北消防組合議会議員、東紀州農業共

済事務組合議会議員に当選されました方々が議場におられますので、本席から会

議規則第３２条第２項の規定により告知いたします。よろしくお願いいたします。 

 次に、日程第１４、発議第７号及び日程第１５、発議第８号の「尾鷲市農業委

員会の委員の推薦について」を議題といたします。 

 ただいまの発議２件につきましては、農業委員の任期が本年６月１５日をもっ

てそれぞれ満了したことに伴い、２名の推薦を行うものであります。推薦の方法
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については従来どおり議長において指名いたしたいと思いますが、これに異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、事務局長をして、お手元に配付の議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定

により、ただいま朗読いたしましたとおり、最初に発議第７号の尾鷲市農業委員

会の委員として、本市議会推薦による学識経験者は、黒次美さんを推薦いたした

いと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、尾鷲市農業委員会の委員には、黒次美さんを推薦することに決定いた

しました。 

 次に、発議第８号「尾鷲市農業委員会の委員の推薦について」のあと１名の委

員には、従来の申し合わせどおり、総務産業常任委員長であります真井紀夫議員

を指名いたしたいと思います。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により、真井紀夫議員の退席を求めます。 

（真井議員 退席） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、お諮りいたします。 

 尾鷲市農業委員会の委員に真井紀夫議員を推薦いたしたいと思いますが、これ

に異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、尾鷲市農業委員会の委員に真井紀夫議員を推薦することに決定いたし

ました。 

 真井紀夫議員の入場を求めます。 

（真井議員 入場） 

議長（三鬼和昭議員） ここで昼食のために休憩いたします。なお、昼食休憩後、１

時１５分より第１委員会室において議会運営委員会を開催していただき、同委員
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会終了後、第二・第三委員会室において全員協議会を開催いたします。また、全

員協議会終了後、本会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、休憩いたします。 

〔休憩 午後 ０時０８分〕 

〔再開 午後 １時３６分〕 

議長（三鬼和昭議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、日程第１６、議案第２９号「尾鷲市監査委員の選任について」を議

題といたします。 

 それでは、地方自治法第１１７条の規定により、ここで内山鉄芳議員の退席を

求めます。 

（内山議員 退席） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、事務局長をして、お手元に配付の議案を朗読いた

させます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） ただいま議題の議案につきまして、提案理由の説明を求めま

す。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、今回提出しております議案第２９号「尾鷲市監査委

員の選任について」をご説明いたします。 

 本市監査委員は、議会の同意を得て識見を有する者１名と議会議員の中から１

名を選任いただいておりますが、去る５月３１日に尾鷲市議会議員選挙が執行さ

れ、市議会議員が改選されたことに伴い、新たに内山鉄芳氏を尾鷲市監査委員に

選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき議会の同意を求め

るものであります。 

 以上をもちまして、議案第２９号「尾鷲市監査委員の選任について」の説明と

させていただきます。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本議案に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２９号「尾鷲市監査委員の選任につい

て」は、人事案件でもあり、会議規則第３７条第２項の規定により委員会への付

託を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決を行います。 

 議案第２９号「尾鷲市監査委員の選任について」、原案のとおり同意すること

に賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 起立全員であります。 

 よって、原案のとおり同意することに決しました。 

 ここで、内山鉄芳議員の入場を求めます。 

（内山議員 入場） 

議長（三鬼和昭議員） 次に、日程第１７、報告第７号「専決処分事項の承認につい

て（平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算第２号）」から、日程第２２、報告

第１２号「専決処分事項の承認について（尾鷲市コミュニティバスの指定管理者

の指定について）」までの報告計６件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました「専決処分事項の承認について」の報告は、朗読を

省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、報告案件のうち、まず６件の専決処分事項について、

ご報告いたします。 

 報告第７号から報告第１２号までの「専決処分事項の承認について」につきま

しては、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分を行ったもので

あります。 

 初めに、報告第７号「専決処分事項の承認について（平成２１年度尾鷲市一般

会計補正予算第２号）」につきましては、去る５月３１日に執行された尾鷲市議

会議員選挙経費として、歳出では、立候補者に交付する選挙運動ポスター作成交
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付金及び投開票事務経費など２,６７９万８,０００円を追加し、歳入では、それ

らの経費に充当するため、財政調整基金から同額を繰り入れ、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７８億９,１７８万円としたものであります。 

 次に、報告第８号「専決処分事項の承認について（平成２１年度尾鷲市一般会

計補正予算第３号）」につきましては、歳出では、新型インフルエンザ対策とし

て、消毒液の購入費４３万円、尾鷲市福祉保健センターの空調設備等の修繕

料１９９万円、宮之上小学校に開設した放課後児童クラブの空調設備設置工事

費１８８万円など４３０万円を追加し、歳入では、それらの経費に充当するため、

財政調整基金から同額を繰り入れ、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７８

億９,６０８万円としたものであります。 

 次に、報告第９号「専決処分事項の承認について（市長及び副市長の給与等に

関する条例の一部改正）」から報告第１１号「専決処分事項の承認について（職

員の給与に関する条例の一部改正）」までの三つの報告案件につきましては、平

成２１年度人事院臨時勧告において、国家公務員の「一般職の職員の給与に関す

る法律の一部を改正する法律」などの関連法案が、５月２９日、第１７１回国会

において、期末手当及び勤勉手当に関する特例措置が可決されたことに伴うもの

であります。 

 まず、報告第９号「専決処分事項の承認について（市長及び副市長の給与等に

関する条例の一部改正）」及び報告第１０号「専決処分事項の承認について（教

育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正）」につきましては、期末手当

支給月数を「１００分の２１０」から「１００分の１９５」に改正しようとする

ものであります。 

 次に、報告第１１号「専決処分事項の承認について（職員の給与に関する条例

の一部改正）」につきましては、昨年来の世界的な金融危機を発端とした景気の

急速な悪化に伴い、民間ボーナスが引き下げられたことを踏まえ、平成２１年度

人事院臨時勧告において、期末勤勉手当の合計月数を「１００分の１９５」に改

正しようとするものであります。 

 次に、報告第１２号「専決処分事項の承認について（尾鷲市コミュニティバス

の指定管理者の指定について）」につきましては、地方自治法第２４４条の２の

規定により、三重交通株式会社を、指定期間を９カ月と定めて、尾鷲市コミュニ

ティバスの指定管理者に指定したものであります。 

 以上をもちまして、６件の専決処分事項の報告とさせていただきます。よろし
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くご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で報告は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

 ７番、南靖久議員。 

７番（南靖久議員） 先ほど、市長の方から専決処分事項の承認ということでご説明

をいただきました。私、特に報告第７号「専決処分の承認について（平成２１年

度尾鷲市一般会計補正予算第２号）」について、簡単に質疑を行いたいと思いま

す。 

 私も、余談なんですけども、奥田市長が昨年の４月の１７日に就任されて以来、

この本会議場で何回となく奥田市長との質疑のやりとりをさせていただきました。

恐らくこれが最後の質疑になるのかなと思うと、いささか寂しい思いがいたしま

すけども、若干簡単にお聞きをいたしたいと思います。 

 先ほど、市長の方から市議会議員選挙費用ということで、この補正予算第２号

の１１ページなんですけども、２,６７９万８,０００円という支出の説明がござ

いました。これは当然、私どもが今年の４月の２０日に市長不信任を可決したと

いうことで、市長がその対抗策として市議会の解散をしたわけでございます。そ

ういった中で、この巨額の２,６７９万８,０００円というお金を用意したのも現

実でございまして、本来ですと我々議会の任期は来年の１１月ということで、１

年と７カ月早く選挙に至ったわけでございます。今、尾鷲市は非常に財政的にも

厳しいのが、一番奥田市長がご存じであるわけでございますし、我々、選挙が執

行されてから約２０日余り経過をいたします。私、残念なことが、解散をした市

長が、その後に議会のことについて１回も記者会見をされていないということが、

まず、どうして市長が議会解散をしておいて記者会見をしないのかなというよう

な思いが今も思っております。そういった中で、若干市長の思いも兼ねて、予算

と絡めてお聞きをいたしたいと思います。 

 本来ですと、今回のこの２,６７９万８,０００円というのは、我々議会が市長

に対して辞職勧告の申し入れ、あるいは３月の定例会最終日における問責決議案

等の２回にわたって議会の意思表示をしたわけでございますが、市長みずから職

を辞することなく、４月２０日の法的拘束力のある市長不信任という結果に至っ

たのがありますけども、今回の議会解散というよりか議会の選挙の結果を見て私

は判断しますと、やはり市長みずから職を辞職して、議会の２名の補欠選挙を行
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った方が、僕は経費的にも財政的にもよかったんじゃないかなという強い思いが

しておりますので、前職議員１４名全員が当選されたということと、今回、恐ら

くここ５０日以内に市長選挙が実施されて、また新たに１,５００万円余りの経

費が要るわけなんですけど、私からしてみれば、やはり今回は市長がみずから職

を辞して議会の補欠選挙をやっていれば、こういった余分なお金がかからなかっ

たんじゃないかなというような思いがいたしますので、市長のご見解をお聞きい

たしたいと思います。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（奥田尚佳君） 南議員の質問にお答えしたいと思います。 

 予算的には、今回２,６７９万８,０００円ということでございまして、前回の

市議選が２,３００万円程度だったかな、決算的に。今回が、今まとめつつある

状況ですけども、これよりは何百万円かは少なくなるだろうというふうに思いま

すけども、確かに南議員がおっしゃるとおりで、前職の議員１４名の皆さんが当

選されたわけですので、補欠選挙だけやってというのもごもっともなご意見だと

いうふうに思います。ただ、私は地方自治法上の法的な条文に基づいてやらせて

いただいたということでございまして、これにつきましても、交付税算入が随分

ございますので、実質、市の負担は大分減ると思うんですけども、経費が余分に

かかったということにつきましては深くおわびしたいと。ただ、私もこの１年間、

財政再建ということを一生懸命やってきておりまして、借金も相当減らしました

し、基金も４億１,０００万円、合計７億３,０００万円の財政再建をやらせてい

ただいたということもございます。退職金も今回、４年で１,６２０万円ですか。

本来ですとその４分の１、４０５万円が支給されるということでございますけど

も、それもない状況でございますので、その辺のところをぜひご理解いただきた

いと。本当に南議員のおっしゃることは重々わかります。 

議長（三鬼和昭議員） ７番、南議員。 

７番（南靖久議員） 市長は、ある意味では素直に認めていただいたかなと思います

けども、今、僕の勉強不足であれなんですけど、総務課長に若干、交付税算入と

いう市長の方から答弁があったように思うんですけども、この選挙費用について

も交付税算入が換算されておられるのか、それは額として幾らになるのか。それ

と参考までなんですけども、もしダブル選挙、市長だけ行っていて補欠選挙を行

っていたら、大体どれほどの経費が削減されたのかなという思いがありますので、

もしよければ、質疑とは若干外れますけども、参考までにお聞かせを願いたいと
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思います。 

議長（三鬼和昭議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 質問にお答えします。 

 今回の選挙は任期満了に伴う選挙ではないので、まずこの部分は、特別交付税

の措置はあります。 

７番（南靖久議員） （聴取不能） 

総務課長（三木正尚君） 特別交付税措置はあります。交付税は出ます。 

７番（南靖久議員） 幾らぐらいですか。 

総務課長（三木正尚君） 交付される金額につきましては、特別交付税として国の方

から一括交付されるという仕組みになっておりますので、ご存じかと思いますけ

ども、特別交付税の対象は、災害関係あるいは教育関係、病院関係、数多くの項

目に交付されて、まとめて交付されます。よって、この一つの事業についての算

定は非常に難しいので、一概に幾らということはお答えしかねます。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（奥田尚佳君） 私もこれは概算でしか聞いていなかったんですけど、ちょっと

今、手元にないものですから失礼させていただきたいんですけど、ただ、私が計

算した限りでは、前回の市議選が２,３００万円ぐらいかかっておりまして、市

長選が９００万円ぐらいかかっているんですね。それをこの交付税算入で計算し

ていきますと、私の計算が間違っているかもしれませんけども、市長選と同時に

やる場合と市長選を分けた場合、２２９万円、別でやった場合はかかると。た

だ、２２９万円でも一緒にやったら節約できたわけですので、その辺につきまし

ては深くおわびしたいというふうに思います。 

議長（三鬼和昭議員） 執行部、先ほど南議員の質問の中には、解散して市議会議員

の選挙をしたけれども、市長がみずから辞して市長選挙と補欠選挙だった場合だ

ったらもう少し差が出るのではないかということを聞いたと思うんですが、その

辺はご答弁ください。 

 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 一応、今回の市長選挙費については、予算のとおり

約２,６００万円ということになります。ただ、補欠選挙をした場合については、

予算もまだ計上しておりませんので、詳しいことはわかりませんけども、恐らく

大きな差になるものと思われます。 
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 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第１７、報告第７号「専決処分事項の承認について（平成２１年度尾鷲市

一般会計補正予算第２号）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、報告第７号は承認されました。 

 次に、日程第１８、報告第８号「専決処分事項の承認について（平成２１年度

尾鷲市一般会計補正予算第３号）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、報告第８号は承認されました。 

 次に、日程第１９、報告第９号「専決処分事項の承認について（市長及び副市

長の給与等に関する条例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、報告第９号は承認されました。 

 次に、日程第２０、報告第１０号「専決処分事項の承認について（教育委員会

教育長の給与等に関する条例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 
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 よって、報告第１０号は承認されました。 

 次に、日程第２１、報告第１１号「専決処分事項の承認について（職員の給与

に関する条例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、報告第１１号は承認されました。 

 次に、日程第２２、報告第１２号「専決処分事項の承認について（尾鷲市コミ

ュニティバスの指定管理者の指定について）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、報告第１２号は承認されました。 

 次に、日程第２３、報告第１３号「平成２０年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰

越計算書について」から日程第２７、報告第１７号「財団法人尾鷲文化振興会の

平成２０年度決算及び平成２１年度事業計画等について」までの報告計５件を一

括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告５件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、報告第１３号から報告第１７号までの５件の報告案

件について、ご報告いたします。 

 報告第１３号「平成２０年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算書について」

につきましては、翌年度への繰越額及び財源内訳を地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定に基づきご報告するものであります。その内容につきましては、定

額給付金給付事業３億６,６５７万１,０００円、子育て応援特別手当事業７８７

万９,０００円、塵芥処理施設維持補修事業３,８８６万８,０００円、下排水路

整備事業５００万円、農業用水路改良事業５０万円、森林環境創造事業５８２

万５,０００円、地域住宅モデル普及促進事業２,６２８万６,０００円、アクア

ステーション分水設備整備事業１３２万３,０００円、市道維持補修事業２００

万円、市道改良事業５,０００万円、市道梅ノ木谷線道路改良事業１億７,５５７

万９,０００円、都市公園整備事業２００万円を、それぞれ財源内訳に記載のと
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おりの財源をもって、平成２１年度へ繰り越すものであります。 

 続きまして、報告第１４号「平成２０年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計

繰越明許費繰越計算書について」につきましては、翌年度への繰越額及び財源内

訳を地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づきご報告するものでありま

す。その内容は、後期高齢者医療システム改修業務委託料４７２万５,０００円

を財源内訳に記載のとおりの財源をもって、平成２１年度へ繰り越すものであり

ます。 

 次に、報告第１５号「平成２０年度尾鷲市水道事業会計予算繰越計算書につい

て」につきましては、翌年度への繰越額及び財源内訳を地方公営企業法第２６条

第３項の規定に基づきご報告するものであります。その内容は、県道賀田港中山

線道路改良に伴う配水管布設替工事４９８万７,５００円、市道梅ノ木谷線道路

改良に伴う配水管布設替工事４３０万５,０００円を財源内訳に記載のとおりの

財源をもって、平成２１年度へ繰り越すものであります。 

 次に、報告第１６号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２０年度の決算及び平

成２１年度事業計画等について」、報告第１７号「財団法人尾鷲市文化振興会の

平成２０年度決算及び平成２１年度事業計画等について」につきましては、担当

課長から報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 総務課長。 

〔総務課長（三木正尚君）登壇〕 

総務課長（三木正尚君） 報告第１６号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２０年度決

算及び平成２１年度事業計画等について」、地方自治法第２４３条の３第２項の

規定に基づきご報告いたします。 

 事業報告及び決算の１ページをごらんください。 

 まず、事業報告ですが、１の用地取得事業、２の用地売却事業につきましては、

開発公社本来の活動が休止している状態でありまして、２０年度も事業は行って

おりません。３のその他の用地管理、庶務事項につきましては、記載のとおりで

す。 

 ２ページをごらんください。 

 正味財産増減計算書です。 

 経常増減の部ですが、経常収益は、基本財産運用益としまして、基本財産受取

利息３万８９６円、基本財産受取配当金１,１００円、受取補助金等は尾鷲市か

らの補助金３７８万２,９９９円となっております。これは、尾鷲市駅前広場用
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地等の先行取得している借入金の利息であります。使用料収入は１２

万３,６００円、内訳は、瀬木山用地の一部を尾鷲漁業協同組合の網洗い場とし

て貸しつけている土地貸付収入１２万円が主なものです。したがいまして、経常

収益合計は３９３万９,９２７円となっております。 

 次に、経常費用につきましては、管理費として役員報酬１万９,８００円、建

物減価償却費の３４万２,０００円、これは、本庁舎に隣接します前の開発公社

事務所の建物の減価償却で、これを引当金として積み立てております。 

 租税公課につきましては、法人県民税が２万円、支払負担金につきましては、

公益法人協会費１３万２,０００円、支払利息は長期借入金の支払利息で３７８

万２,９９９円となっております。雑費２,２６０円につきましては、印鑑証明書

発行手数料及び残高証明書発行手数料です。したがいまして、経常費用合計

は４２９万９,０５９円となり、当期経常増減額はマイナス３５万９,１３２円と

なっております。 

 次に、経常外増減の部ですが、経常外収益、費用ともありません。したがいま

して、当期一般正味財源増減額はマイナス３５万９,１３２円となり、一般正味

財産期首残高は３７８万３,０５９円で、一般正味財産期末残高は３４２

万３,９２７円となっております。 

 次に、３ページの貸借対照表をごらんください。 

 資産の部です。 

 流動資産の現金預金としまして、普通預金が３３５万１,３２７円。したがい

まして、流動資産合計は同額の３３５万１,３２７円となっております。 

 固定資産としましては、基本財産の建物１,０３１万８,４８０円、減価償却引

当資産は１年分の償却費を上乗せした８６８万１,５２０円、投資有価証券は４

万５,０００円、定期預金が４４万円となっております。その他の固定資産は、

土地の３億７,０５８万７,６００円で、資産合計は３億９,３４２万３,９２７円

となっております。 

 次に、負債の部です。 

 負債合計は、長期借入金の３億９,０００万円となっております。 

 正味財産の部につきましては、一般正味財産が３４２万３,９２７円、これは

資産合計と負債合計との差額です。よって、負債及び正味財産合計は資産合計と

一致しております。なお、括弧書きのうち基本金１,９４８万５,０００円は、基

本財産合計と一致しております。 
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 ４ページの財務諸表に関する注記ですが、これはごらんのとおりです。 

 次に、５ページの財産目録をごらんください。 

 先ほど説明をいたしました貸借対照表を細分化したものです。 

 流動資産の普通預金で、百五銀行から東海労働金庫まで、合計３３５

万１,３２７円で、そのうち第三銀行に預金が多くなっているのは、現在、市の

指定金融金庫となっているため、事務上の処理が円滑に行えるということが主な

理由です。事業資産の土地につきましては、貸借対照表の額と同額の３

億７,０５８万７,６００円となっております。 

 次に、固定資産の基本財産ですが、建物で１,０３１万８,４８０円、減価償却

引当預金が百五銀行に８６８万１,５２０円、投資有価証券が紀北信用金庫に１

万円、伊勢農業協同組合に３万５,０００円、定期預金が百五銀行に４４万円で、

固定資産合計が１,９４８万５,０００円となり、これら資産合計は３

億９,３４２万３,９２７円となっております。 

 次に、負債の部ですが、固定負債として、紀北信用金庫に３億９,０００万円

の長期借入金があり、負債合計も同額の３億９,０００万円となっております。

したがいまして、正味財産が３４２万３,９２７円となり、貸借対照表のそれぞ

れの数値と合致をしております。 

 次に、６ページをごらんください。 

 当公社が所有する期首の土地３カ所の用地につきましては、当期の増加、減少

がなかったため、期首と同額であります。したがいまして、地積は合

計５,６８６.６７平方メートル、価格で３億７,０５８万７,６００円となってお

ります。 

 次ページは監査報告書となっております。 

 以上が、平成２０年度事業及び決算の報告です。 

 続きまして、平成２１年度事業計画及び予算について、ご報告いたします。 

 事業計画及び予算の１ページをごらんください。 

 用地取得計画及び用地売却計画につきましては引き続きありませんが、３カ所

の用地につきましては有効利用を検討することとしております。したがいまして、

業務は用地管理と庶務等が主なものとなっております。 

 ２ページの予定正味財産増減計算書をごらんください。 

 一般正味財産増減の部につきましては、経常増減の部として、経常収益は、尾

鷲市からの補助金収入３７８万３,０００円、土地使用料収入８１万２２０円が
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主なものとなっております。経常費用は、役員報酬から雑費までの管理費

が４４１万７,０００円、その内訳は、理事会の役員報酬が４万円、建物減価償

却費３４万２,０００円、法人県民税等が２万円、公益法人協会費等が１３

万２,０００円、長期借入金の利息が３７８万３,０００円、雑費１０万円で、経

常外増減の部はゼロ円となっております。したがいまして、当期一般正味財産増

減額がプラス２０万８,２２０円となり、一般正味財産期首残高３４２

万３,９２７円を加算いたしますと、正味財産期末残高は３６３万２,１４７円と

なっております。 

 ３ページの予定貸借対照表をごらんください。 

 資産の部です。 

 流動資産の現金預金としまして、普通預金が３５５万９,５４７円で、流動資

産も同額となっております。固定資産としましては、基本財産の建物９９７

万６,４８０円、減価償却引当資産は１年分の償却費を上乗せした９０２

万３,５２０円、投資有価証券が４万５,０００円、定期預金が４４万円となって

おります。その他固定資産が、土地の３億７,０５８万７,６００円で、資産合計

は３億９,３６３万２,１４７円となっております。 

 次に、負債の部です。 

 負債合計は、長期借入金の３億９,０００万円となっております。正味財産は、

資産合計と負債合計との差額３６３万２,１４７円となっており、負債及び正味

財産合計は資産合計と一致をしております。 

 ４ページの財務諸表に対する注記は記載のとおりでございます。 

 次に、５ページの事業用土地の内訳書ですが、ごらんのとおり中央町用地ほ

か２カ所の用地は、昨年度と地積、価格とも変わりなく、また、今のところ売却

の予定もありません。 

 以上で、報告第１６号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２０年度決算及び平

成２１年度事業計画等について」の報告とさせていただきます。 

議長（三鬼和昭議員） 生涯学習課長。 

〔教育委員会生涯学習課長（川端直之君）登壇〕 

教育委員会生涯学習課長（川端直之君） それでは、報告第１７号「財団法人尾鷲文

化振興会の平成２０年度決算及び平成２１年度事業計画等について」、地方自治

法第２４３条の３第２項の規定に基づき、ご報告いたします。 

 まず、お手元の事業報告及び決算の１ページをごらんください。 
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 財団法人尾鷲文化振興会の概要で、設立目的、基本財産、事業内容、役員構成

等を記載しております。 

 ２ページをごらんください。 

 事業報告です。理事会といたしましては２回開催しておりますが、急を要する

案件もありましたので、書面表決を３回実施しております。 

 ３ページをごらんください。 

 自主事業の実施に当たっては、事業内容の検討を運営委員会で行っており、平

成２０年度につきましては３回開催しております。 

 ４ページをごらんください。 

 文化会館の管理運営状況です。まず、施設別利用状況は、下段の表にあります

ように、来館者数は合計３万２,２４８人で、昨年度と比べ２,６５７人増加して

おります。 

 ５ページに記載しています催物別利用状況につきましては、ごらんのとおりで

ございます。 

 ６ページ、７ページをごらんください。 

 当振興会が主催した事業で、コンサート等６回、共済事業４回、映画が６回の

計１６回の事業を実施しております。 

 ８ページの収支計算書をごらんください。 

 まず、収入の部ですが、決算額の欄をごらんいただきたいと思います。基本財

産運用収入が１２万３,０００円、これは定期預貯金利息です。管理受託収入

が４,９５９万６,０００円、これは尾鷲市との委託契約に基づく収入で、事業収

入は、自主事業による入場料等収入が４１０万９,８８７円、刊行物等販売収入

が３２万５,４８４円、貸館利用収入が７２９万２,４９０円で、合計１,１７２

万７,８６１円となっております。寄付金収入は５万円、雑収入の５,７７０円は

公衆電話通話料等であります。前期繰越金は５３８万２,６３０円となり、説明

欄にありますように、管理費繰越金４９２万１,９１１円は、補正予算に計上し、

修繕費等に充当しております。また、事業費繰越金４６万７１９円は、事業費と

して積み立てており、収入合計は６,６８８万５,２６１円となっております。 

 なお、未収金の２４万３,６００円の詳細は、１２ページでご報告いたします。 

 ９ページの支出の部の事業費をごらんください。 

 これは、自主事業の実施に係る経費です。このうち主なものとして、消耗品費

が５４万２１０円で、舞台照明用電球代等でございます。印刷製本費の４４
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万３,９５０円は、ポスター、プログラム、チケット等の印刷代で、賃借

料１８８万７,８７１円は映画フィルム料、委託費の７１１万４,２５１円は自主

事業の委託料でございます。宣伝広告費の４１万８,０００円は新聞広告掲載料

等であり、事業費合計は１,０７８万５,８８１円となっております。 

 なお、未払金につきましての詳細は、１２ページでご報告いたします。 

 １０ページの管理費をごらんください。 

 この費用は会館の維持管理に係る経費です。 

 主なものは職員１名の給料手当が６７４万３,１９０円、臨時雇用賃金は嘱託

職員４名分で８９４万４,９５３円となっております。修繕費の３５６

万７,１１０円につきましては、収入の部の繰越金で申し上げましたように、会

館の修繕費として支出しております。光熱水費は９８２万６,２３０円、会館設

備保守点検の委託費が１,４２６万７,５３４円となっており、決算額合計

が５,０３１万９,００８円となっております。 

 なお、未払金の詳細は１２ページでご報告いたします。 

 １１ページをごらんください。 

 特定預金支出ですが、退職手当積立預金支出の１２３万６,６８２円は、職

員１名分の退職金積み立ての経費です。事業等積立金４６万７１９円は、会館の

修繕費と同様に、前年度からの繰越金を積み立てたもので、特定預金支出額合計

は１６９万７,４０１円となっております。 

 次に、固定資産取得支出ですが、車両運搬具取得支出１２９万円は、教育委員

会が貸与していた車両の老朽化に伴い、当振興会で新たに購入した軽ワゴンの費

用です。什器備品取得支出５７万７,５００円は、会館全体の老朽化した電話機

の買いかえに要した費用です。支出額合計は６,４６７万９,９５０円で、収入か

ら支出を差し引いた収支差額が２２０万５,３１１円となり、法人税等１０７

万３,１００円を収支差額から差し引いた１１３万２,２１１円が次年度への繰越

金となっております。 

 １２ページをごらんください。 

 未収金、未払金の内訳です。 

 未収金２４万３,６００円は、吹奏楽部定期演奏会の会館利用が年度末であっ

たため、未収となっていますが、既に収入済みです。 

 未払金は明細のとおりですが、管理費、消費税等、すべて支払い済みとなって

います。 
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 １３ページをごらんください。 

 資産の部はごらんのとおりで、流動資産と固定資産の資産合計は４,７１１

万７８３円となっております。負債の部では、負債合計が７６１万６,２４９円

となり、正味財産としては３,９４９万４,５３４円となっております。 

 １５ページ、１６ページをお願いします。 

 正味財産増減計算書です。まず、経常増減の部でありますが、基本財産運用

益１２万３,０００円、事業収益１,１７２万７,８６１円、受取寄付金５万円、

雑収益５,７７０円、管理受託収益４,９５９万６,０００円で、経常収益

が６,１５０万２,６３１円となっております。経常費用としては、事業費計

が１,０７８万５,８８１円で、次のページになりますが、管理費計が５,２６２

万８,７９０円の合計６,３４１万４,６７１円となり、当期経常増減額はマイナ

ス１９１万２,０４０円となっております。 

 次に、経常外増減の部ですが、経常外収益計が２９１万６,６１３円、経常外

費用計が２６６万３,１２０円となり、当期経常外増減額は２５万３,４９３円と

なっております。当期一般正味財源増減額は、当期経常増減額のマイナス１９１

万２,０４０円から当期経常外増減額２５万３,４９３円を差し引いたマイナ

ス１６５万８,５４７円となり、一般正味財産期首残高４,１１５万３,０８１円

を加えた正味財産期末残高は３,９４９万４,５３４円となっております。 

 １７ページをごらんください。 

 基本財産及び特定資産の増減額と、その残高の内訳でございますが、基本財産

の定期預貯金３,０００万円は、ごらんの金融機関に預貯金されております。特

定資産の普通預金は１,２１７万６,９５６円で、当期末残高合計は４,２１７

万６,９６５円となっております。 

 １９ページは、財産目録でごらんのとおりです。 

 ２０ページ、２１ページは、報告いたしました収支計算書を「公益法人会計に

おける内部管理事項について」に示された様式で表記しております。 

 また、２３ページは、収支計算書に対する注記で、ごらんのとおりです。 

 ２４ページは、去る５月２２日に実施しました監査報告書でございます。 

 以上が、平成２０年度事業報告及び決算についての報告です。 

 引き続きまして、平成２１年度事業計画及び予算について、ご報告いたします。 

 事業計画及び予算の１ページをごらんください。 

 平成２１年度の基本方針は、ごらんのとおりです。 
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 次に、２１年度の事業計画ですが、２ページにありますように理事会の開催予

定を、３ページには運営委員会の開催予定を記載しております。 

 ４ページ、５ページは自主事業で、本年度は７月にジャズ、９月にサイエンス

ショーを開催するほか、映画会を５回、１１月の全国尾鷲節コンクールなどの共

催事業を５回計画し、計１６回の自主事業を開催する予定です。 

 ６ページの収支計算書をごらんください。 

 まず、収入の部では、基本財産運用収入が定期預貯金利息の９万円、事業収入

として、入場料収入が５１０万円、刊行物等販売収入が３０万円、貸館利用料

が６００万円で、合計１,１４０万円となっております。管理受託収入

が４,９５０万円、これは尾鷲市との委託契約に基づく収入であり、収入合計

は６,０９９万７,０００円となっております。 

 ７ページの支出の部、事業費をごらんください。 

 これは、当振興会が実施します自主事業に係る経費です。このうち主なものは、

賃借料が１８４万５,０００円、委託費が７１５万８,０００円となっており、予

算合計は１,１４０万５,０００円となっております。 

 ８ページの管理費をごらんください。 

 これは、当会館の維持管理に要する経費です。当振興会は、３年間の指定管理

を受託していますが、昨年とほぼ同水準の予算計上となっております。そのうち

主なものは、給料手当が７０９万５,０００円、福利厚生費が２２７万９,０００

円、臨時雇用賃金が４名分で８９８万８,０００円を計上しております。光熱水

費として９７２万円、浄化槽法定点検等の手数料として１９８万９,０００円、

当会館の保守管理業務の委託費が１,５４５万８,０００円で、予算合計

は４,８７３万４,０００円となり、２８万５,０００円の増となっております。 

 ９ページの特定預金支出でありますが、合計８５万８,０００円、したがいま

して、支出合計が６,０９９万７,０００円で、前年度との比較では９

万６,０００円の減額となっております。 

 １０ページから１４ページは公益法人会計基準で表記しており、１５ページか

ら１７ページは「公益法人会計における内部管理事項について」に示された３区

分の様式で表記しております。 

 以上で、報告第１７号「財団法人尾鷲文化振興会の平成２０年度決算及び平

成２１年度事業計画等について」のご報告とさせていただきます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で報告は終わりました。 
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 この際、ただいまの報告に対し質疑がございましたら、報告案件であることを

ご留意の上、ご発言願います。 

 質疑はございませんか。 

 １１番、濵中佳芳子議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ２１年度の尾鷲市開発公社の事業計画及び予算の２ペー

ジなんですけども、この開発公社が、今回も前年もなんですけども、取得計画も

売却計画もない、言ったら休眠状態に近い形であるんだと思うんですけども、そ

の中で、管理費の中の役員報酬支出が、前年度、前々年度と変わりなく来ている

のが、当年度だけ、これは４万円となっております。この内訳とその理由を聞か

せていただければと思います。 

議長（三鬼和昭議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） この４万円につきまして説明をします。これは役員報酬で

す。理事会の開催時の報酬ですけども、今、この財団法人といいますのは、今

後５年ですか、５年先には現の財団法人を公益社団・財団法人と一般社団・財団

法人、このいずれかを選択しなければならない時期に来ております。それでもっ

て、今年度についてはその理事会の招集回数がふえるであろうという形で増とし

ております。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 他にないようでございますので、これをもって質疑を終結い

たします。 

 議題の件は報告でありますので、これをもって終結いたします。 

 次に、日程第２８、発議第９号「議会運営委員会事務調査に関する決議」につ

いてから、日程第３０、発議第１１号「生活文教常任委員会事務調査に関する決

議」についてまでの発議計３件を一括議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の発議を朗読いたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております案件につきましては、質疑、討論を省略し、直

ちに採決を行いたいと思いますが、これに異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決を行います。 

 最初に、日程第２８、発議第９号「議会運営委員会事務調査に関する決議」に

ついてを採決いたします。 

 本件は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第２９、発議第１０号「総務産業常任委員会事務調査に関する決

議」についてを採決いたします。 

 本件は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第３０、発議第１１号「生活文教常任委員会事務調査に関する決

議」についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 この際、発議第１２号「『地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事

業に係る国の財政上の特別措置に関する法律』の改正等に関する意見書につい

て」を、緊急を要する事件として日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 事務局長をして、発議の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） ただいまの議題の発議につきまして、提案理由の説明を求め
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ます。 

 ７番、南靖久議員。 

〔７番（南靖久議員）登壇〕 

７番（南靖久議員） 発議第１２号「『地震防災対策強化地域における地震対策緊急

整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律』の改正等に関する意見書」

につきまして、意見書（案）の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきま

す。 

 平成１３年の中央防災会議専門調査会による東海地域の震源域の見直しに伴い、

平成１４年４月、三重県内の１８市町村（現在１０市町）が、新たに大規模地震

対策特別措置法第３条第１項の規定に基づく「東海地震に係る地震防災対策強化

地域」に指定された。 

 強化地域については、地域防災計画等において避難地、避難路等の地震防災上、

緊急に整備すべき施設等の整備について定めておかなければならないこととされ

ており、本市においても、強化地域の指定以来、これらの施設の整備を始めとす

る各種の地震対策を鋭意推進しているところである。 

 この地震対策については、強化地域に指定された地方公共団体に多大な財政負

担を強いることとなることから、その緩和等を図るため、「地震防災対策強化地

域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が

定められ、それに基づく地震対策緊急整備事業が昭和５５年から３０年間にわた

り実施されてきているものである。 

 しかし、本市は、平成１４年度に強化地域の指定を受けてから８年間同事業を

実施してきたが、大規模地震対策としてはまだまだ不十分な状況であり、今後も

さらに耐震対策や沿岸部の津波対策等を進めていく必要がある。 

 そのためには、地震財特法に基づく地震対策緊急整備の事業計画による国の財

政支援の継続が不可欠である。 

 よって、本市議会は、国において、地震財特法の改正による期限の延長及び地

震対策緊急整備事業計画による財政支援の拡充について所要の措置を講じられる

よう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出しようとするものであり

ます。 

 ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 
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 これより本発議に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 発議第１２号「『地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律』の改正等に関する意見書について」を採決

いたします。 

 本件は原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました発議につきましては、関係機関に意見書を提出するこ

とといたします。 

 ここで、田中勲議員ほか１１名の賛成者から「奥田尚佳尾鷲市長不信任決議に

ついて」の議案が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、発議第１３号「奥田尚佳尾鷲市長不信任決議について」を、緊急を要

する事件として日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、この際、発議第１３号を日程に追加し、議題といたします。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定に準じ、奥田市長の退席を求めます。 

（奥田市長 退席） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、発議書を配付いたさせます。 

（発議書配付） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、事務局長をして、発議の朗読をいたさせます。 
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 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、提出者の提案理由の説明を求めます。 

 ４番、田中勲議員。 

〔４番（田中勲議員）登壇〕 

４番（田中勲議員） それでは始めます。 

 市長、あなたの思惑とは裏腹に、尾鷲市始まって以来という解散を受けての今

回の選挙は、前職１４名、新人２名の当選という結果となり、尾鷲市民の厳粛な

る審判が下された。あなたは、市長としてはあってはならない法を犯し、そのこ

とを速やかに受け入れる度量もなく、既に市民の信頼の機会も失した。市長就任

以来、今日まで市政の混乱を来した、その政治的、社会的、道義的責任は重大で

ある。幅広い視野を持たず、おのれの誤った自己顕示欲や傲慢さゆえに、みずか

らを真摯に省みることなく、市政の混乱を招いた責任は叱責されて当然であり、

これまでの数々の暴言・虚言から、あなたの人間性、市長としての資質の欠如は

既に明白である。 

 しかも、６月２日に、議員有志１３名の連名で、奥田尚佳市長に臨時議会の開

催を求めたが、故意と思われるほどぎりぎりまで開催をおくらせた姿勢は、良識

さえ疑わざるを得ない。 

 それでは引き続いて、奥田尚佳尾鷲市長不信任決議（案）の朗読をもって、不

信任決議の提案理由の説明とさせていただきたいと思います。 

 奥田尚佳尾鷲市長不信任決議（案）。 

 奥田尚佳市長は、平成２１年１月２２日、税理士法違反（税理士法第４３条）

容疑で書類送検された。 

 平成２１年３月１２日に起訴され、平成２１年３月１８日に略式命令で５０万

円の罰金刑の決定が下された。 

 その後、尾鷲市議会は３月２５日に問責決議を可決し、辞職を求めたが、みず

からこれを拒否した。奥田尚佳市長の拒否によって、尾鷲市議会は４月２０日、

法的拘束力のある不信任決議を可決し、再度辞職を求めた。 

 しかしながら、本来、政治倫理の観点から、みずから辞職すべきところ、地方

自治法に抵触しないという理由から、議会解散という暴挙に出た。 

 この解散権の乱用は、議会制民主主義の否定と独裁的政治そのものであり、後

世に大きな禍根を残すこととなった。 
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 議会解散により、市議会不在による政治空白をつくり、市政は大きく混迷し、

市民生活に不安を与え、信頼を失墜させた。 

 これらの責任は極めて重大であり、市民の怒りと政治不信は頂点に達している。 

 よって、奥田尚佳市長は市長として不適任であり、尾鷲市議会は再度不信任を

決議する。 

 平成２１年６月１９日、尾鷲市議会。 

 以上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本発議に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案につきましては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会への付託

を省略いたしたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案につきましては、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

 １３番、髙村泰德議員。 

〔１３番（髙村泰德議員）登壇〕 

１３番（髙村泰德議員） 私は、今般の奥田市長に対する不信任（案）の議決に関し

まして、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 

 私ごとですが、私が初めて市議会議員に当選したときは、どのようにして議員

としての役割を図らなければならないかと模索したものであります。私を応援し

てくださった市民の方々並びに諸先輩、議員各位のご指導のもとに、本日、議員

の一人として活動させていただいているわけでありますが、それと同じように市

長も支えてあげるべきだと思います。 

 奥田市長は、以前、公認会計士として活動する中で、政治とは情熱と判断力の

二つを駆使しながら、住民福祉の向上、すなわち平凡な市民のために目標を定め

完成していく作業だと、このことを強く感じ、当時の行政運営に疑問を抱き、市
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長選に立候補したと聞いております。この結果、当選したことは、市民の方々が

尾鷲市行政運営に待ったをかけた選択そのものだったと私は強く感じています。 

 少子高齢化、財政危機の中、従来の既得権益を打破し、意識改革して財政再建

に力を注いでいる奥田市長を、任期中は尾鷲市のために頑張ってもらいたいと考

えている次第であります。 

 奥田市政が発足し、市議会との関係が一段と混迷する中で、市長として税理士

業務問題が摘発され、市政運営に支障を来したことは、私も議員の一人として心

を痛めるものであります。しかし、人はだれしも完璧な人間はいないし、何事に

おいても反省と努力、そして寛容も必要と常々に思っております。奥田市長も、

この件については公的な場で謝罪し、謙虚に反省されたことと察します。 

 １００年に一度の不景気と言われる今日、特に行政経費の節減は市民の大きな

声であります。奥田市長は、公認会計士としての知識を最大限に活用し、たっ

た１年でしたが、市の財政状況を好転させたと思います。何点か述べることはあ

りますが、その一つとしては、前市長が就任した当時の一般会計の借金は、平

成１２年３月末８２億９,０００万円であり、奥田市長就任直前の平成２０年３

月末は１０８億１,０００万円、平成２１年４月末には１０４億９,０００万円と

なっています。市長在職１年で借金を３億２,０００万円減らしております。ま

た、基金については１年で４億１,０００万円ふやし、市財政に７億３,０００万

円改善したことになります。 

 従来、市長の座を射とめると、あたかもお金がわき出てくるように公共事業等

に積極的に取り組んだ傾向があったように思いますが、そういう傾向をやめ、ま

た随意契約を入札に変え、行政経費節減に取り組んできたこの姿勢は、高く評価

していいのではないかと思います。 

 今後の尾鷲市政運営に当たっては、私なりに熟慮をした結果、公正・明瞭にや

れる人物は奥田市長だと確信しております。しがらみのない市長、また市民が選

んだ市長だからこそ、任期満了まで市長の職責を果たしてもらうべきと考え、今

般の市長不信任に反対する次第であります。 

 以上。 

議長（三鬼和昭議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより発議第１３号「奥田尚佳尾鷲市長不信任決議について」を採決いたし
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ます。 

 お諮りいたします。 

 この採決は記名投票をもって行いたいと思いますが、これに異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、この採決は記名投票をもって行うことに決しました。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（三鬼和昭議員） それでは、投票札を配付いたさせます。 

（投票札配付） 

議長（三鬼和昭議員） 投票札の配付漏れはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

（投票箱点検） 

議長（三鬼和昭議員） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 本件の表決については、地方自治法第１７８条の規定により、議員数の３分

の２以上の者が出席し、その過半数の者の同意を必要といたします。 

 現在の出席議員数は１６名であり、地方自治法に規定する３分の２以上の出席

議員数は満たしております。 

 また、投票に当たっては、不信任決議に同意する方は投票札の白票を、不同意

とする方は青票を投票してください。繰り返します。投票に当たっては、不信任

決議に同意する方は投票札の白票を、不同意とする方は青票を投票してください。 

 それでは、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 

 点呼を命じます。 

 事務局長。 

（点呼・投票） 

議長（三鬼和昭議員） 投票漏れはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 投票漏れなしと認めます。 
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 よって、投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条の規定により、立会人を指名いたしますが、申し合わせによ

る順序により、１２番、三鬼孝之議員、１１番、濵中佳芳子議員を指名いたしま

す。 

 よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 

議長（三鬼和昭議員） 念のため、再度申し上げます。 

 本件の表決については、地方自治法第１７８条の規定により、議員数の３分

の２以上の者が出席し、その過半数の者の同意を必要といたします。 

 現在の出席議員数は１６名であり、議員数の３分２以上であります。 

 また、出席議員数の過半数は９名以上であります。 

 それでは、投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票、うち白票１４票、青票２票であります。 

 白票（賛成票）を投じた議員 

   １番 北 村 道 生 議員    ２番 内 山 鉄 芳 議員 

   ３番 端 無 徹 也 議員    ４番 田 中   勲 議員 

   ６番 神 保 美 也 議員    ７番 南   靖 久 議員 

   ８番 三 鬼 和 昭 議員    ９番 與 谷 公 孝 議員 

  １０番 大 川 真 清 議員   １１番 濵 中 佳芳子 議員 

  １２番 三 鬼 孝 之 議員   １４番 濱 口 文 生 議員 

  １５番 中 垣 克 朗 議員   １６番 真 井 紀 夫 議員 

 青票（反対票）を投じた議員 

   ５番 三 林 輝 匡 議員   １３番 髙 村 泰 德 議員 

議長（三鬼和昭議員） 以上のとおり、賛成者は過半数であり、よって、奥田尚佳尾

鷲市長不信任決議は可決されました。 

（拍 手） 

議長（三鬼和昭議員） ただいま可決されました不信任決議につきましては、議決結

果を後ほど文書をもって市長に通知いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（三鬼和昭議員） ここで奥田市長の入場を許可します。 
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（奥田市長 入場） 

議長（三鬼和昭議員） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 この際、市長よりごあいさつがあります。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 議員の皆様、本日は長時間にわたりましてご審議をいただき、

大変お疲れさまでございました。 

 提出いたしました議案、そして、専決処分事項等の報告案件をご承認賜りまし

て、まことにありがとうございました。 

 ただ、最後の不信任決議につきましては、前回以上に深く受けとめたいという

ふうに思います。思い返しますと、もう就任して１年２カ月ということで、長か

ったのか短かったのか、よくわからないところがありますけども、議員の皆様に

はいろいろとご指導、ご鞭撻いただきましたことを深く感謝申し上げたいと思い

ます。本当にありがとうございました。 

 それと、市民の皆様も、いろいろとご迷惑やらご心配をおかけしましたけども、

そのことにつきましては深くおわびしたいと思います。本当に申しわけありませ

んでした。 

 ただ、たくさんの市民の方々、お電話やらお手紙をいただきました。その激励

していただきました数多くの市民の皆様方にも、この場をおかりしまして深く感

謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

 それと、教育長以下各担当課長、そして各職員の皆さん、去年、伊藤市政が８

年続いた後、突然というか、思いも寄らなかったと思うんですけど、私が市長に

なって、戸惑いがかなりあったと思うんですが、私は思っていた以上です。本当

にお世辞抜きでよくやっていただいたと思います。本当に皆さん、ありがとうご

ざいました。 

 それと、たくさんのマスコミの皆さん、記者会見等でいろんなアイデアを出し

ていただいたり、いろいろご指導していただいたことにつきましても、この場を

おかりしまして深く感謝申し上げたいというふうに思います。本当にありがとう

ございました。 

 最後になりましたけど、議員の皆さんも、新しい体制となりましたけども、今

後とも尾鷲をよくしたいという気持ちは、皆さん同じだと思います。私もそうで

す。今後とも市政発展のために、これまで以上にご尽力いただきたいというふう
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に思います。ご期待申し上げまして、簡単でございますが私のあいさつとさせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

議長（三鬼和昭議員） 本日１日、まことにご苦労さまでございました。 

 これをもって平成２１年第２回尾鷲市議会臨時会を閉会いたします。 

〔閉会 午後 ３時１２分〕 

 


	６月１９日
	議長選挙
	副議長選挙
	議席の指定
	特別委員会の設置
	各委員会委員の選任
	各委員会、正副委員長の互選結果
	監査委員の選任
	質疑（南靖久議員）
	採決（専決処分事項の承認）
	報告（５件）
	発議（市長の不信任決議）
	採決（市長の不信任決議）

